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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力量計及び計器用変圧変流器間に接続されるテストスイッチに嵌合し、当該テストス
イッチの開放状態で前記テストスイッチの電力量計側の端子及び計器用変圧変流器側の端
子に介装されるテストプラグと、
　降圧型の変圧器で形成され、当該変圧器の一次側が前記テストプラグの電力量計側の３
相のうちの一の相の電圧端子と計器用変圧変流器側の前記一の相の電圧端子とが接続され
る第１端子と、前記テストプラグの電力量計側の３相のうちの他の相の電圧端子と計器用
変圧変流器側の前記他の相の電圧端子とが接続される第２端子と有し、前記変圧器の二次
側が前記テストプラグの電力量計側の３相のうちの一の相の電流端子に接続される第３端
子と、前記テストプラグの電力量計側の３相のうちの他の相の電流端子に接続される第４
端子とを有する模擬負荷回路と、
　を備えることを特徴とする模擬電力供給装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の模擬電力供給装置において、
　前記電力量計が、売電用計器及び買電用計器からなる計量形態であり、
　前記売電用計器に電力量を計量させる順潮流と、前記買電用計器に電力量を計量させる
逆潮流と、を切り換える切換手段を備えることを特徴とする模擬電力供給装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の模擬電力供給装置において、



(2) JP 6373019 B2 2018.8.15

10

20

30

40

50

　切換手段が、第１端子、第２端子、第３端子、第４端子、第５端子及び第６端子からな
る６つの端子を有し、当該第３端子及び第６端子間を短絡させ、当該第４端子及び第５端
子間を短絡させたトグルスイッチであり、
　前記テストプラグの電力量計側及び計器用変圧変流器側の端子が、電流端子である１Ｓ
端子、１Ｌ端子、３Ｓ端子及び３Ｌ端子と、電圧端子であるＰ１端子、Ｐ２端子及びＰ３
端子と、からなり、
　前記変圧器が、第１変圧器及び第２変圧器からなり、
　前記トグルスイッチが、第１トグルスイッチ及び第２トグルスイッチからなり、
　前記テストプラグの電力量計側の１Ｌ端子及び３Ｌ端子が短絡し、
　前記テストプラグの電力量計側の１Ｓ端子が、前記第１トグルスイッチの第１端子に接
続され、
　前記テストプラグの電力量計側の１Ｌ端子が、前記第１トグルスイッチの第２端子に接
続され、
　前記テストプラグの電力量計側の３Ｌ端子が、前記第２トグルスイッチの第１端子に接
続され、
　前記テストプラグの電力量計側の３Ｓ端子が、前記第２トグルスイッチの第２端子に接
続され、
　前記テストプラグの計器用変圧変流器側の１Ｌ端子及び１Ｓ端子が短絡し、
　前記テストプラグの計器用変圧変流器側の３Ｌ端子及び３Ｓ端子が短絡し、
　前記テストプラグの計器用変圧変流器側のＰ１端子が、前記テストプラグの電力量計側
のＰ１端子及び前記第１変圧器の一次側の第１端子に接続され、
　前記テストプラグの計器用変圧変流器側のＰ２端子が、前記テストプラグの電力量計側
のＰ２端子、前記第１変圧器の一次側の第２端子及び前記第２変圧器の一次側の第１端子
に接続され、
　前記テストプラグの計器用変圧変流器側のＰ３端子が、前記テストプラグの電力量計側
のＰ３端子及び前記第２変圧器の一次側の第２端子に接続され、
　前記第１変圧器の二次側の第１端子が、前記第１トグルスイッチの第５端子に接続され
、
　前記第１変圧器の二次側の第２端子が、前記第１トグルスイッチの第６端子に接続され
、
　前記第２変圧器の二次側の第１端子が、前記第２トグルスイッチの第５端子に接続され
、
　前記第２変圧器の二次側の第２端子が、前記第２トグルスイッチの第６端子に接続され
ることを特徴とする模擬電力供給装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の模擬電力供給装置と、
　前記電力量計に供給される電流を測定し、前記電力量計に印加される電圧を測定して、
電力量を算出すると共に、当該電力量の算出値又は当該算出値に対応するパルス信号のパ
ルス数と前記電力量計の計量値又は当該計量値に対応するパルス信号のパルス数との誤差
を算出する電力量計誤差測定器と、
　前記電力量計誤差測定器が算出した誤差に基づき、前記電力量計及びテストスイッチ間
の配線の誤結線又は前記電力量計の故障の有無を判断する第１の判定手段と、
　を備えることを特徴とする正常計量確認装置。
【請求項５】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の模擬電力供給装置と、
　前記変圧器及び前記テストプラグ間に接続され、前記電力量計と異なる他の電力量計で
ある参考計器と、
　前記電力量計の計量値又は当該計量値に対応するパルス信号及び前記参考計器の計量値
又は当該計量値に対応するパルス信号に基づき、当該電力量計及び参考計器の計量値又は
パルス数の誤差を検出する検出手段と、
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　前記検出手段が検出した計量値又はパルス数の誤差に基づき、前記電力量計及びテスト
スイッチ間の配線の誤結線又は前記電力量計の故障の有無を判断する第２の判定手段と、
　を備えることを特徴とする正常計量確認装置。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の正常計量確認装置において、
　前記テストプラグに接続され、需要家の受電設備である進相コンデンサの投入により生
じる無効電流に基づく無効電力を計測する計測器を備え、
　前記計測器の計測値に基づき、前記計器用変圧変流器の二次側端子及びテストスイッチ
の計器用変圧変流器側端子間の配線の誤結線又は前記計器用変圧変流器の一次側端子にお
ける電源側と負荷側との逆接続を判断することを特徴とする正常計量確認装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高圧・特別高圧機器である電気計器のうち電力量計（以下、単に「計器」と
称す）に対する誤結線又は計器の故障の有無を確認することができる正常計量確認装置及
びそれに使用する模擬電力供給装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、計器の設置工事を完了した後に、施工者がテスターやクランプ等を用いて、チェ
ック表に基づき配線確認等を行ない、その後、電力会社の立会検査により施工者の配線ミ
ス等がないかの確認を目視で実施している。
　しかしながら、テストスイッチに内蔵された短絡バーの取外しの忘れ等による外部から
施工状況が見えない場合や、順潮流計測用計器（売電用計器）に逆潮流計測用計器（買電
用計器）を併設した際にのみ発生する同色配線を確実に区別して結線する場合などにおい
て、誤結線を見落としてしまうことがある。さらに配線色が同色でなくても作業者の勘違
い等によるヒューマンエラーにより発生する誤結線もある。
　また、需要家の受電室に電力計（又は電力量計）が設置されており、需要家の負荷が可
動状態時の場合には、需要家の電力計（又は電力量計）と電力会社の電力量計との計量値
を比較することで、誤結線や計器の故障の有無は、ある程度判定できる。
　しかしながら、計器の新設工事の際には、需要家の負荷が稼動していない場合が多く、
需要家の負荷の稼動後に、別途、正常計量（計器故障の有無）を確認する必要があった。
　特に、電力計（又は電力量計）が設置されていない需要家については、正常計量（計器
故障の有無）の確認が困難であった。
【０００３】
　これに対し、従来の三相電力測定器は、配電線１～３の線路電圧を１側電圧変換回路及
び３側電圧変換回路により変換した電圧デジタル値と、配電線１の１側の負荷電流及び配
電線３の３側の負荷電流を各々、１側電流変換回路及び３側電流変換回路により変換した
電流デジタル値と、乗算回路により算出した線路電圧と負荷電流の積である電力値とをＣ
ＰＵにより、正相順接続、逆相順接続又は誤結線接続を判別させ、判定結果を表示回路に
より表示する（例えば、特許文献１）。
【０００４】
　また、従来の電力量計用結線判定装置は、電力量計に供給される電圧及び電流の位相差
を接続部を介して検出し、この位相差が規定値以内である場合に、判定部により、結線が
正しいと判定する（例えば、特許文献２）。
【０００５】
　また、従来の電力量計検査装置は、種々の測定機器が内蔵された本体部と、この本体部
に固定的に設置された複数の端子からなる測定端子部と、本体部に取り付けられた表示部
と、を備える。本体部は、電圧測定手段、相回転検出手段と、測定対象の電力量計を動作
させるための電気負荷とを有する。測定端子部は、測定対象の電力量計に接続され、電力
量計の端子群の配列とピッチが合致されている。表示部は、検査結果を表示する。表示部
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が見えるように本体部を持って測定端子部を測定対象となる電力量計の端子群に接触させ
ることにより、一義的に検査結果が表示部に表示される（例えば、特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－１２４８０６号公報
【特許文献２】特開平１０－１６２２９９号公報
【特許文献３】特開２００７－２９２５８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の三相電力測定器及び電力量計用結線判定装置は、結線状態の正否
を判定できるのであるが、需要家の負荷が稼動していない場合の判定ができず、さらに電
力量計の故障の判定ができないという課題がある。
　また、従来の電力量計検査装置は、電力量計の動作確認はできるのであるが、低圧計器
を対象にしており、高圧・特別高圧用の計器には応用できず、計器の故障の判定（誤差大
時等）はできないという課題がある。
【０００８】
　この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、需要家の負荷が稼動
していない場合でも、電力量計で計量させることができる模擬電力供給装置を提供すると
共に、当該模擬電力供給装置と電力量計誤差測定器又は参考計器とを組み合わせることで
、需要家新設時の負荷がまだ稼動していない状態でも計器故障や計量装置の誤結線を判定
することができる正常計量確認装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明に係る模擬電力供給装置においては、電力量計及び計器用変圧変流器間に接続
されるテストスイッチに嵌合し、当該テストスイッチの開放状態でテストスイッチの電力
量計側の端子及び計器用変圧変流器側の端子に介装されるテストプラグと、降圧型の変圧
器で形成され、当該変圧器の一次側がテストプラグの電力量計側及び計器用変圧変流器側
の電圧端子に接続され、変圧器の二次側がテストプラグの電力量計側の電流端子に接続さ
れる模擬負荷回路と、を備える。
【００１０】
　この発明に係る正常計量確認装置においては、模擬電力供給装置と、電力量計に供給さ
れる電流を測定し、電力量計に印加される電圧を測定して、電力量を算出すると共に、当
該電力量の算出値と電力量計の計量値との誤差を算出する電力量計誤差測定器と、電力量
計誤差測定器が算出した誤差に基づき、電力量計及びテストスイッチ間の配線の誤結線又
は電力量計の故障の有無を判断する第１の判定手段と、を備える。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明に係る模擬電力供給装置においては、需要家の負荷が稼動していない場合にも
、電力量計の電流回路に負荷電流を供給することができ、電力量計で計量させることがで
きる。
【００１２】
　この発明に係る正常計量確認装置においては、需要家の負荷が稼動していない場合でも
、模擬電力供給装置により電力量計で計量させることができ、誤結線又は計器の故障の有
無を確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】（ａ）は第１の実施形態及び第３の実施形態に係る正常計量確認装置の現場での
使用概要を説明するための説明図であり、（ｂ）は図１（ａ）に示す電力計誤差測定器の
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接続ケーブルを説明するための説明図である。
【図２】売電用計器及び買電用計器に対する正常な結線を示す結線図である。
【図３】第１の実施形態に係る模擬電力供給装置の結線を示す結線図である。
【図４】（ａ）は図１（ａ）に示すテストプラグの概略構成を示す平面図であり、（ｂ）
は図１（ａ）に示すテストプラグの概略構成を示す背面図であり、（ｃ）は図１（ａ）に
示すテストプラグの概略構成を示す側面図であり、（ｄ）は図１（ａ）に示すテストプラ
グの柄を引き下げた状態の概略構成を示す側面図である。
【図５】第２の実施形態に係る正常計量確認装置の概略構成及び結線を示す概略構成図で
ある。
【図６】第３の実施形態に係る正常計量確認装置の概略構成及び結線を示す概略構成図で
ある。
【図７】（ａ）は有効電力計の接続状態を正常側に切り替えた場合の計測値を説明するた
めのフェーザ図であり、（ｂ）は有効電力計の接続状態を異常側に切り替えた場合の計測
値を説明するためのフェーザ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（本発明の第１の実施形態）
　正常計量確認装置１０を説明するにあたり、正常計量確認装置１０の確認対象である計
器２０（売電用計器２１、買電用計器２２）の結線図について、図１及び図２を用いて説
明する。
　売電用計器２１は、図１（ａ）に示すように、高圧・特高用計器函１００の内部に設置
され、電源側から配電線路２００で配電される高電圧を低電圧に変成する計器用変圧器（
Potential Transformer：以下、「ＰＴ」と称す）と大電流を小電流に変成する変流器（C
urrent Transformer：以下、「ＣＴ」と称す）とからなる計器用変圧変流器（Voltage an
d Current Transformer：以下、「ＶＣＴ」と称す）を介して、需要家の負荷３００の使
用電力量を計量する。
　また、買電用計器２２は、高圧・特高用計器函１００の内部に設置され、ＶＣＴに接続
されており、特定規模電気事業者（power producer and supplier：ＰＰＳ）等の需要家
から電力会社に販売するための電力量を計量する。
【００１５】
　売電用計器２１、買電用計器２２及びＶＣＴ間は、図２に示すように、計器２０（売電
用計器２１、買電用計器２２）の交換作業を行う場合に、需要家を停電させず施工するた
めに必要なテストスイッチ３０を介して接続されている。
　なお、以下の説明においては、ＶＣＴに直接接続されるテストスイッチ３０を「テスト
ＳＷ１」と称し、売電用計器２１に直接接続されるテストスイッチ３０を「テストＳＷ２
」と称し、買電用計器２２に直接接続されるテストスイッチ３０を「テストＳＷ３」と称
す。
【００１６】
　ＶＣＴは、二次側端子として、電流端子である１Ｓ端子、１Ｌ端子、３Ｓ端子及び３Ｌ
端子と、電圧端子であるＰ１端子、Ｐ２端子及びＰ３端子と、を備え、ＰＴがＰ１端子、
Ｐ２端子及びＰ３端子に接続され、ＣＴが１Ｓ端子、３Ｓ端子及び３Ｌ端子に接続され、
１Ｌ端子、３Ｌ端子及びＰ２端子が接地されている。
　計器２０（売電用計器２１、買電用計器２２）は、ＶＣＴと同様に、電流端子である１
Ｓ端子、１Ｌ端子、３Ｓ端子及び３Ｌ端子と、電圧端子であるＰ１端子、Ｐ２端子及びＰ
３端子と、を備える。
【００１７】
　テストスイッチ３０（テストＳＷ１、テストＳＷ２、テストＳＷ３）は、後述するテス
トプラグ１１を挿抜可能な機構であり、計器２０側に接続される計器側端子（１Ｓ端子、
Ｐ１端子、Ｐ３端子、３Ｓ端子、３Ｌ端子、Ｐ２端子、１Ｌ端子）とＶＣＴ側に接続され
るＶＣＴ側端子（１Ｓ端子、Ｐ１端子、Ｐ３端子、３Ｓ端子、３Ｌ端子、Ｐ２端子、１Ｌ



(6) JP 6373019 B2 2018.8.15

10

20

30

40

50

端子）とが挿入口の上面及び下面に相対向して配設される。
　また、テストスイッチ３０（テストＳＷ１、テストＳＷ２、テストＳＷ３）は、通常（
テストプラグ１１の未挿入）時に、計器側端子及びＶＣＴ側端子が電気的に接続されてお
り、テストプラグ１１の挿入（ロック解除）により、計器側端子及びＶＣＴ側端子が電気
的に切り離されることになる。
【００１８】
　また、テストＳＷ１には、ＶＣＴ側３Ｌ端子及び１Ｌ端子間に短絡バー３１を取り付け
ているが、テストＳＷ２及びテストＳＷ３には、ＶＣＴ側３Ｌ端子及び１Ｌ端子間の短絡
バー３１を取り外している。なお、この短絡バー３１は、テストスイッチ３０に内蔵され
ており、テストＳＷ２及びテストＳＷ３の短絡バー３１の外し忘れが、誤結線の要因の１
つである。
【００１９】
　ＶＣＴ及びテストＳＷ１間は、ＶＣＴの二次側端子（１Ｓ端子、Ｐ１端子、Ｐ３端子、
３Ｓ端子、３Ｌ端子、Ｐ２端子）の各端子とテストＳＷ１のＶＣＴ側端子（１Ｓ端子、Ｐ
１端子、Ｐ３端子、３Ｓ端子、３Ｌ端子、Ｐ２端子）の各端子とをそれぞれ対応させて、
６芯ケーブル（電圧３芯、電流３芯）で接続されている。
　また、売電用計器２１及びテストＳＷ２間は、売電用計器２１の端子（１Ｓ端子、Ｐ１
端子、Ｐ３端子、３Ｓ端子、３Ｌ端子、Ｐ２端子、１Ｌ端子）の各端子とテストＳＷ２の
計器側端子（１Ｓ端子、Ｐ１端子、Ｐ３端子、３Ｓ端子、３Ｌ端子、Ｐ２端子、１Ｌ端子
）の各端子とをそれぞれ対応させて、７本の電線で接続されている。
　また、買電用計器２２及びテストＳＷ３間は、買電用計器２２の端子（１Ｓ端子、Ｐ１
端子、Ｐ３端子、３Ｓ端子、３Ｌ端子、Ｐ２端子、１Ｌ端子）の各端子とテストＳＷ３の
計器側端子（１Ｓ端子、Ｐ１端子、Ｐ３端子、３Ｓ端子、３Ｌ端子、Ｐ２端子、１Ｌ端子
）の各端子とをそれぞれ対応させて、７本の電線で接続されている。
【００２０】
　さらに、テストＳＷ１、テストＳＷ２及びテストＳＷ３間は、テストＳＷ１の計器側１
Ｓ端子とテストＳＷ２のＶＣＴ側１Ｓ端子とを対応させ、テストＳＷ１の計器側Ｐ１端子
とテストＳＷ２のＶＣＴ側Ｐ１端子とテストＳＷ３のＶＣＴ側Ｐ１端子とを対応させ、テ
ストＳＷ１の計器側Ｐ３端子とテストＳＷ２のＶＣＴ側Ｐ３端子とテストＳＷ３のＶＣＴ
側Ｐ３端子とを対応させ、テストＳＷ１の計器側３Ｓ端子とテストＳＷ２のＶＣＴ側３Ｓ
端子とを対応させ、テストＳＷ１の計器側３Ｌ端子とテストＳＷ３のＶＣＴ側３Ｓ端子と
を対応させ、テストＳＷ１の計器側Ｐ２端子とテストＳＷ２のＶＣＴ側Ｐ２端子とテスト
ＳＷ３のＶＣＴ側Ｐ２端子とを対応させ、テストＳＷ１の計器側１Ｌ端子とテストＳＷ２
のＶＣＴ側１Ｓ端子とを対応させ、テストＳＷ２のＶＣＴ側３Ｌ端子とテストＳＷ３のＶ
ＣＴ側３Ｌ端子とを対応させ、テストＳＷ２のＶＣＴ側１Ｌ端子とテストＳＷ３のＶＣＴ
側１Ｌ端子とを対応させて、電線で接続されている。
【００２１】
　なお、各端子間の電線は、端子の種類毎に色を分けているのであるが、テストＳＷ２の
ＶＣＴ側３Ｌ端子及びテストＳＷ３のＶＣＴ側３Ｌ端子間の電線、テストＳＷ２のＶＣＴ
側１Ｌ端子及びテストＳＷ３のＶＣＴ側１Ｌ端子間の電線は、同色のために、１Ｌ端子と
３Ｌ端子とを間違えて接続する可能性があり、誤結線の要因の１つである。
【００２２】
　つぎに、本実施形態に係る正常計量確認装置１０について、説明する。
　正常計量確認装置１０は、図１（ａ）に示すように、大別すると、模擬電力供給装置（
虚負荷供給装置）１０１と、電力量計誤差測定器１０２と、第１の判定手段１０３と、を
備える。
【００２３】
　模擬電力供給装置１０１は、図３に示すように、計器２０及びＶＣＴ間に接続されるテ
ストスイッチ３０（テストＳＷ１）に嵌合し、当該テストＳＷ１の開放状態でテストＳＷ
１の計器側端子及びＶＣＴ側端子に介装されるテストプラグ１１と、降圧型の変圧器（tr
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ansformer：以下、「Ｔｒ」称す）で形成され、当該Ｔｒの一次側がテストＳＷ１の計器
２０側及びＶＣＴ側の電圧端子（Ｐ１端子、Ｐ２端子、Ｐ３端子）に接続され、Ｔｒの二
次側がテストＳＷ１の計器２０側の電流端子（１Ｓ端子、３Ｓ端子、３Ｌ端子、１Ｌ端子
）に接続される模擬負荷回路１２と、テストＳＷ１及びＴｒ間に接続され、売電用計器２
１に電力量を計量させる順潮流と買電用計器２２に電力量を計量させる逆潮流とを切り換
える切換手段１３と、を備える。
【００２４】
　テストプラグ１１は、図４（ａ）に示すように、計器側端子（１Ｓ端子、Ｐ１端子、Ｐ
３端子、３Ｓ端子、３Ｌ端子、Ｐ２端子、１Ｌ端子）がテストスイッチ３０（テストＳＷ
１）の計器２０側の各端子に対応する位置に配設される。また、テストプラグ１１の計器
側端子の各端子は、図３に示すように、模擬電力供給装置１０１の計器側端子台１０１ａ
の各端子にそれぞれ対応して接続され、３Ｌ端子及び１Ｌ端子間が短絡している。
　また、テストプラグ１１は、図４（ｂ）に示すように、ＶＣＴ側端子（１Ｓ端子、Ｐ１
端子、Ｐ３端子、３Ｓ端子、３Ｌ端子、Ｐ２端子、１Ｌ端子）がテストスイッチ３０（テ
ストＳＷ１）のＶＣＴ側の各端子に対応する位置に配設される。また、テストプラグ１１
のＶＣＴ側端子の各端子は、図３に示すように、模擬電力供給装置１０１のＶＣＴ側端子
台１０１ｂの各端子にそれぞれ対応して接続され、１Ｓ端子及び１Ｌ端子間並びに３Ｓ端
子及び３Ｌ端子間が短絡している。
　また、テストプラグ１１は、図４（ｃ）に示すように、柄の収納時に上面及び下面の端
子間が導通状態であるが、図４（ｄ）に示すように、柄の引下げ時に上面及び下面の端子
間が非導通状態になる。
【００２５】
　本実施形態に係る切換手段１３は、図３に示すように、第１端子Ａ、第２端子Ｂ、第３
端子Ｃ、第４端子Ｄ、第５端子Ｅ及び第６端子Ｆからなる６つの端子を有し、当該第３端
子Ｃ及び第６端子Ｆ間を短絡させ、当該第４端子Ｄ及び第５端子Ｅ間を短絡させたトグル
スイッチであり、２つのトグルスイッチからなる。
　なお、以下の説明においては、第１端子Ａがテストプラグ１１の計器側１Ｓ端子に接続
され、第２端子Ｂがテストプラグ１１の計器側１Ｌ端子に接続されるトグルスイッチを「
第１トグルＳＷ１３ａ」と称し、第１端子Ａがテストプラグ１１の計器側３Ｌ端子に接続
され、第２端子Ｂがテストプラグ１１の計器側３Ｓ端子に接続されるトグルスイッチを「
第２トグルＳＷ１３ｂ」と称す。
【００２６】
　本実施形態に係る模擬負荷回路１２は、図３に示すように、１１０Ｖの一次電圧を４．
４Ｖ程度の二次電圧に降圧する絶縁Ｔｒであり、２つのＴｒからなる。
　なお、以下の説明においては、二次側の第１端子Ｐ１が第１トグルＳＷ１３ａの第５端
子Ｅに接続され、二次側の第２端子Ｐ２が第１トグルＳＷ１３ｂの第６端子Ｆに接続され
るＴｒを「第１Ｔｒ１２ａ」と称し、二次側の第１端子Ｐ２が、第２トグルＳＷ１３ｂの
第５端子Ｅに接続され、二次側の第２端子Ｐ３が第２トグルＳＷ１３ｂの第６端子Ｆに接
続されるＴｒを「第２Ｔｒ１２ｂ」と称す。
【００２７】
　また、第１Ｔｒ１２ａの一次側の第２端子Ｐ２及び第２Ｔｒ１２ｂの一次側の第１端子
Ｐ２には、計器２０（売電用計器２１、買電用計器２２）の電流回路に力率がほぼ１で５
Ａ以下の電流を流すために、固定抵抗（定格抵抗値：２００Ω、定格電力：８Ｗ）及び可
変抵抗（定格抵抗値：～３００Ω、定格電力：１２Ｗ）からなる可変抵抗Ｒがそれぞれ接
続されているが、第１Ｔｒ１２ａ及び第２Ｔｒ１２ｂの一次側に可変抵抗Ｒを配設する代
わりに、第１Ｔｒ１２ａの二次側の第２端子Ｐ２及び第２Ｔｒ１２ｂの二次側の第１端子
Ｐ２に可変抵抗をそれぞれ接続してもよい。
【００２８】
　テストプラグ１１及び第１Ｔｒ１２ａ間は、テストプラグ１１のＶＣＴ側Ｐ１端子とテ
ストプラグ１１の計器側Ｐ１端子と第１Ｔｒ１２ａの一次側の第１端子Ｐ１とを対応させ
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、テストプラグ１１のＶＣＴ側Ｐ２端子とテストプラグ１１の計器側Ｐ２端子と第１Ｔｒ
１２ａの一次側の第２端子Ｐ２と第２Ｔｒ１２ｂの一次側の第１端子Ｐ２とを対応させ、
テストプラグ１１のＶＣＴ側Ｐ３端子とテストプラグ１１の計器側Ｐ３端子と第２Ｔｒ１
２ｂの一次側の第２端子Ｐ３とを対応させて、リード線で接続されている。
【００２９】
　なお、本実施形態に係る模擬負荷回路１２及び切換手段１３は、図示しない筐体に内包
されており、第１Ｔｒ１２ａの二次側の第１端子Ｐ１と第１トグルＳＷ１３ａの第５端子
Ｅとの接続は、外部端子１Ｓ，１Ｌを経由して接続され、第２Ｔｒ１２ｂの二次側の第２
端子Ｐ３と第２トグルＳＷ１３ｂの第６端子Ｆとの接続は、外部端子３Ｓ，３Ｌを経由し
て接続される。
　また、外部端子Ｐ１は、テストプラグ１１のＶＣＴ側Ｐ１端子とテストプラグ１１の計
器側Ｐ１端子と第１Ｔｒ１２ａの一次側の第２端子Ｐ１と第２Ｔｒ１２ｂの一次側の第１
端子Ｐ１とを接続するリード線に接続される。
　同様に、外部端子Ｐ２は、テストプラグ１１のＶＣＴ側Ｐ２端子とテストプラグ１１の
計器側Ｐ２端子と第１Ｔｒ１２ａの一次側の第２端子Ｐ２と第２Ｔｒ１２ｂの一次側の第
１端子Ｐ２とを接続するリード線に接続される。
　同様に、外部端子Ｐ３は、テストプラグ１１のＶＣＴ側Ｐ３端子とテストプラグ１１の
計器側Ｐ３端子と第２Ｔｒ１２ｂの一次側の第２端子Ｐ３とを接続するリード線に接続さ
れる。
【００３０】
　トグルスイッチ（第１トグルＳＷ１３ａ、第２トグルＳＷ１３ｂ）は、スイッチレバー
が中立（垂直）の場合に第１端子Ａ及び第２端子Ｂ間が開放状態であり、スイッチレバー
を下側に倒すと、第１端子Ａ及び第５端子Ｅ間が接続状態となり、第２端子Ｂ及び第６端
子Ｆ間が接続状態となることで、順潮流側の結線になる。
　これに対し、トグルスイッチ（第１トグルＳＷ１３ａ、第２トグルＳＷ１３ｂ）のスイ
ッチレバーを上側に倒すと、第１端子Ａ及び第３端子Ｃ間が接続状態となり、第２端子Ｂ
及び第４端子Ｄ間が接続状態となり、第３端子Ｃ及び第６端子Ｆ間の配線と第４端子Ｄ及
び第５端子Ｅ間の配線との交差により、逆潮流側の結線になる。
【００３１】
　電力量計誤差測定器１０２は、ＪＥＭＩＣ（日本電気計器検定所）等で校正された既存
の誤差試験装置であり、計器２０に供給される電流を測定し、計器２０に印加される電圧
を測定して、電力量を算出すると共に、当該電力量の算出値又は当該算出値に対応するパ
ルス信号のパルス数と計器２０の計量値又は当該計量値に対応するパルス信号のパルス数
との誤差を算出する。
　また、本実施形態に係る電力量計誤差測定器１０２は、テストＳＷ１の計器側Ｐ１端子
、計器側Ｐ２端子及び計器側Ｐ３端子に電圧ケーブル１０２ａを接続して、計器２０に印
加される電圧を測定する。
　なお、電力量計誤差測定器１０２は、模擬電力供給装置１０１の外部端子Ｐ１、Ｐ２及
びＰ３に電圧ケーブル１０２ａを接続して、計器２０に印加される電圧を測定してもよい
。
　また、電力量計誤差測定器１０２は、テストＳＷ１の計器側１Ｓ端子及びテストＳＷ２
のＶＣＴ側１Ｓ端子間のリード線と、テストＳＷ１の計器側３Ｓ端子及びテストＳＷ２の
ＶＣＴ側３Ｓ端子間のリード線とに電流ケーブル１０２ｂのＣＴをクランプして、計器２
０に供給される電流を測定する。
　なお、電力量計誤差測定器１０２は、模擬電力供給装置１０１の外部端子１Ｓ及び１Ｌ
間のリード線と外部端子３Ｓ及び３Ｌ間のリード線とに電流ケーブル１０２ｂのＣＴをク
ランプして、計器２０に供給される電流を測定してもよい。
【００３２】
　また、本実施形態に係る電力量計誤差測定器１０２は、図１（ｂ）に示すように、売電
用計器２１又は買電用計器２２のイヤホンジャック２１ａ，２２ａに接続されたパルスケ
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ーブル１０２ｄ及びパルス分周器１０２ｃを介して接続され、売電用計器２１又は買電用
計器２２から出力されるパルス信号がパルス分周器１０２ｃにより分周されて入力される
。
【００３３】
　第１の判定手段１０３は、電力量計誤差測定器１０２が算出した誤差に基づき、計器２
０及びテストスイッチ３０間の配線の誤結線又は計器２０の故障の有無を判断する。
　特に、第１の判定手段１０３は、予め記憶された誤差の閾値（例えば、３％）に基づき
、電力量計誤差測定器１０２が算出した誤差が閾値以下（計量法で規定された３％以内の
誤差）の場合に、「誤結線無し（正常な結線）」及び「計器２０の故障無し」と判定し、
電力量計誤差測定器１０２が算出した誤差が閾値を超過した場合に、「誤結線有り」又は
「計器２０の故障有り」と判定する。
【００３４】
　つぎに、本実施形態に係る正常計量確認装置１０の使用方法について説明する。
　まず、売電用計器２１についての誤結線又は故障を確認する
　作業者は、電力量計誤差測定器１０２の電圧ケーブル１０２ａをテストＳＷ１の計器側
Ｐ１端子、計器側Ｐ２端子及び計器側Ｐ３端子に接続し、電力量計誤差測定器１０２の電
流ケーブル１０２ｂのＣＴをテストＳＷ１の計器側１Ｓ端子及びテストＳＷ２のＶＣＴ側
１Ｓ端子間のリード線と、テストＳＷ１の計器側３Ｓ端子及びテストＳＷ２のＶＣＴ側３
Ｓ端子間のリード線とにクランプし、電力量計誤差測定器１０２に接続されたパルス分周
器１０２ｃのパルスケーブル１０２ｄを売電用計器２１のイヤホンジャック２１ａに接続
する。
　なお、作業者は、電力量計誤差測定器１０２の電圧ケーブル１０２ａを模擬電力供給装
置１０１の外部端子Ｐ１、Ｐ２及びＰ３に接続し、電力量計誤差測定器１０２の電流ケー
ブル１０２ｂのＣＴを模擬電力供給装置１０１の外部端子１Ｓ及び１Ｌ間のリード線と外
部端子３Ｓ及び３Ｌ間のリード線とにクランプしてもよい。
【００３５】
　そして、作業者は、柄が収納状態（上面及び下面の端子間が導通状態）のテストプラグ
１１をテストＳＷ１に接続する。この時点で、計器２０（売電用計器２１、買電用計器２
２）に電圧１１０Ｖが課電されており、ＶＣＴのＣＴ回路は計器２０の電流回路と正常計
量確認装置１０の内部回路とで二重の閉回路となっている。
【００３６】
　そして、作業者は、テストプラグ１１の柄を引き下げる（上面及び下面の端子間が非導
通状態）。この時点で、テストＳＷ１の一次側と二次側の回路が分離され、ＶＣＴのＣＴ
回路は正常計量確認装置１０の内部回路のみでの閉回路となる。
　また、作業者は、模擬電力供給装置１０１の第１トグルＳＷ１３ａ及び第２トグルＳＷ
１３ｂのスイッチレバーを下側（順潮流側）に倒し、第１トグルＳＷ１３ａ並びに第２ト
グルＳＷ１３ｂの第１端子Ａ及び第５端子Ｅ間を接続状態とし、第１トグルＳＷ１３ａ並
びに第２トグルＳＷ１３ｂの第２端子Ｂ及び第６端子Ｆ間を接続状態とする。
【００３７】
　これにより、ＶＣＴのＰＴ（Ｐ１端子、Ｐ２端子）からテストＳＷ１（ＶＣＴ側Ｐ１端
子、ＶＣＴ側Ｐ２端子）及びテストプラグ１１（ＶＣＴ側Ｐ１端子、ＶＣＴ側Ｐ２端子）
を介して模擬電力供給装置１０１の第１Ｔｒ１２ａの一次側（第１端子Ｐ１、第２端子Ｐ
２）に印加される１１０Ｖの電圧が二次側で４．４Ｖ程度に降圧され、第１Ｔｒ１２ａの
二次側の第１端子Ｐ１から外部端子（１Ｓ、１Ｌ）及び第１トグルＳＷ１３ａ（第５端子
Ｅ、第１端子Ａ）を介してテストプラグ１１の計器側１Ｓ端子に向かって５Ａ以下の電流
が流れ、テストＳＷ１の計器側１Ｓ端子からテストＳＷ２（ＶＣＴ側１Ｓ端子、計器側１
Ｓ端子）を介して売電用計器２１の１Ｓ端子に５Ａ以下の電流が流れることになる。
　同様に、ＶＣＴのＰＴ（Ｐ２端子、Ｐ３端子）からテストＳＷ１（ＶＣＴ側Ｐ２端子、
ＶＣＴ側Ｐ３端子）及びテストプラグ１１（ＶＣＴ側Ｐ２端子、ＶＣＴ側Ｐ３端子）を介
して模擬電力供給装置１０１の第２Ｔｒ１２ｂの一次側（第１端子Ｐ２、第２端子Ｐ３）
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に印加される１１０Ｖの電圧が二次側で４．４Ｖ程度に降圧され、第２Ｔｒ１２ｂの二次
側の第２端子Ｐ３から外部端子（３Ｓ、３Ｌ）及び第２トグルＳＷ１３ｂ（第６端子Ｆ、
第２端子Ｂ）を介してテストプラグ１１の計器側３Ｓ端子に向かって５Ａ以下の電流が流
れ、テストＳＷ１の計器側３Ｓ端子からテストＳＷ２（ＶＣＴ側３Ｓ端子、計器側の３Ｓ
端子）を介して売電用計器２１の３Ｓ端子に５Ａ以下の電流が流れることになる。
【００３８】
　なお、買電用計器２２には、売電用計器２１の１Ｌ端子からテストＳＷ２（計器側１Ｌ
端子、ＶＣＴ側１Ｌ端子）及びテストＳＷ３（ＶＣＴ側１Ｌ端子、計器側１Ｌ端子）を介
して買電用計器２２の１Ｌ端子に電流が流れ、売電用計器２１の３Ｌ端子からテストＳＷ
２（計器側３Ｌ端子、ＶＣＴ側３Ｌ端子）及びテストＳＷ３（ＶＣＴ側３Ｌ端子、計器側
３Ｌ端子）を介して買電用計器２２の３Ｌ端子に電流が流れることになるが、買電用計器
２２にとって逆潮流となるために、買電用計器２２は電力量を計量しない。
【００３９】
　また、ＶＣＴのＰＴ（Ｐ１端子、Ｐ２端子、Ｐ３端子）から、テストＳＷ１（ＶＣＴ側
Ｐ１端子、ＶＣＴ側Ｐ２端子、ＶＣＴ側Ｐ３端子）、テストプラグ１１（ＶＣＴ側Ｐ１端
子、ＶＣＴ側Ｐ２端子、ＶＣＴ側Ｐ３端子）、テストＳＷ１（計器側Ｐ１端子、計器側Ｐ
２端子、計器側Ｐ３端子）及びテストＳＷ２（Ｐ１端子、Ｐ２端子、Ｐ３端子）を介して
、売電用計器２１のＰ１端子、Ｐ２端子及びＰ３端子に電圧が印加される。
【００４０】
　そして、売電用計器２１は、１Ｓ端子及び３Ｓ端子に供給される電流並びにＰ１端子、
Ｐ２端子及びＰ３端子に印加される電圧に基づき、模擬電力供給装置１０１による電力量
を計量し、当該計量に基づくパルス信号を発信する。
【００４１】
　電力量計誤差測定器１０２は、パルスケーブル１０２ｄを介してパルス分周器１０２ｃ
により分周された売電用計器２１からのパルス信号を受信する。
　また、電力量計誤差測定器１０２は、電圧ケーブル１０２ａ並びにテストＳＷ１の計器
側Ｐ１端子、計器側Ｐ２端子及び計器側Ｐ３端子を介して、売電用計器２１に印加される
電圧を測定し、ＣＴ付電流ケーブル１０２ｂとテストＳＷ１の計器側１Ｓ端子及びテスト
ＳＷ２のＶＣＴ側１Ｓ端子間のリード線並びにテストＳＷ１の計器側３Ｓ端子及びテスト
ＳＷ２のＶＣＴ側３Ｓ端子間のリード線とを介して、売電用計器２１に流れる電流を測定
して、電力量を算出する。
　なお、電力量計誤差測定器１０２の電圧ケーブル１０２ａを模擬電力供給装置１０１の
外部端子Ｐ１、Ｐ２及びＰ３に接続した場合には、電力量計誤差測定器１０２が、電圧ケ
ーブル１０２ａ並びに模擬電力供給装置１０１の外部端子Ｐ１、Ｐ２及びＰ３を介して、
買電用計器２２に印加される電圧を測定する。
　また、電力量計誤差測定器１０２の電流ケーブル１０２ｂのＣＴを模擬電力供給装置１
０１の外部端子１Ｓ及び１Ｌ間のリード線と外部端子３Ｓ及び３Ｌ間のリード線とにクラ
ンプした場合には、電力量計誤差測定器１０２が、ＣＴ付電流ケーブル１０２ｂ並びに模
擬電力供給装置１０１の外部端子１Ｓ及び１Ｌ間のリード線と外部端子３Ｓ及び３Ｌ間の
リード線を介して、買電用計器２２に流れる電流を測定する。
　そして、電力量計誤差測定器１０２は、買電用計器２２に印加される電圧と買電用計器
２２に流れる電流とに基づき、電力量を算出する。
【００４２】
　そして、電力量計誤差測定器１０２は、売電用計器２１から受信した分周後のパルス信
号による売電用計器２１の計量値と電力量計誤差測定器１０２自体による電力量の算出値
との誤差を算出し、算出した誤差を第１の判定手段１０３に出力する。
【００４３】
　第１の判定手段１０３は、電力量計誤差測定器１０２が算出した誤差が閾値（例えば、
３％）以下の場合に、売電用計器２１についての「誤結線無し（正常な結線）」及び「売
電用計器２１の故障無し」と判定し、電力量計誤差測定器１０２が算出した誤差が閾値を
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超過した場合に、売電用計器２１についての「誤結線有り」又は「売電用計器２１の故障
有り」と判定する。
　なお、第１の判定手段１０３が売電用計器２１についての「誤結線有り」又は「売電用
計器２１の故障有り」と判定した場合には、作業者が再度の配線確認（短絡バー３１の外
し忘れ、テストＳＷ２並びにテストＳＷ３のＶＣＴ側１Ｌ端子及び３Ｌ端子の入れ替わり
、等）を行ない、誤結線がなければ、売電用計器２１の故障と判断する。
【００４４】
　つぎに、買電用計器２２についての誤結線又は故障を確認する
　作業者は、電力量計誤差測定器１０２の電圧ケーブル１０２ａをテストＳＷ１の計器側
Ｐ１端子、計器側Ｐ２端子及び計器側Ｐ３端子に接続したままで、テストＳＷ１の計器側
１Ｓ端子及びテストＳＷ２のＶＣＴ側１Ｓ端子間のリード線と、テストＳＷ１の計器側３
Ｓ端子及びテストＳＷ２のＶＣＴ側３Ｓ端子間のリード線に対する電力量計誤差測定器１
０２の電流ケーブル１０２ｂにおけるＣＴの向きを反転する。
　また、作業者は、電力量計誤差測定器１０２に接続されたパルス分周器１０２ｃのパル
スケーブル１０２ｄを買電用計器２２のイヤホンジャック２２ａに接続する。
　なお、電力量計誤差測定器１０２の電圧ケーブル１０２ａを模擬電力供給装置１０１の
外部端子Ｐ１、Ｐ２及びＰ３に接続し、電力量計誤差測定器１０２の電流ケーブル１０２
ｂのＣＴを模擬電力供給装置１０１の外部端子１Ｓ及び１Ｌ間のリード線と外部端子３Ｓ
及び３Ｌ間のリード線とにクランプした場合は、ＣＴを反転せずにそのままの状態とする
。
【００４５】
　そして、作業者は、模擬電力供給装置１０１の第１トグルＳＷ１３ａ及び第２トグルＳ
Ｗ１３ｂのスイッチレバーを上側（逆潮流側）に倒し、第１トグルＳＷ１３ａ並びに第２
トグルＳＷ１３ｂの第１端子Ａ及び第３端子Ｃ間を接続状態とし、第１トグルＳＷ１３ａ
並びに第２トグルＳＷ１３ｂの第２端子Ｂ及び第４端子Ｄ間を接続状態とする。
【００４６】
　これにより、ＶＣＴのＰＴ（Ｐ１端子、Ｐ２端子）からテストＳＷ１（ＶＣＴ側Ｐ１端
子、ＶＣＴ側Ｐ２端子）及びテストプラグ１１（ＶＣＴ側Ｐ１端子、ＶＣＴ側Ｐ２端子）
を介して模擬電力供給装置１０１の第１Ｔｒ１２ａの一次側（第１端子Ｐ１、第２端子Ｐ
２）に印加される１１０Ｖの電圧が二次側で４．４Ｖ程度に降圧され、第１Ｔｒ１２ａの
二次側の第１端子Ｐ１から外部端子（１Ｌ、１Ｓ）及び第１トグルＳＷ１３ａ（第３端子
Ｅ、第４端子Ｄ、第２端子Ｂ）を介してテストプラグ１１の計器側１Ｌ端子に向かって５
Ａ以下の電流が流れ、テストＳＷ１の計器側１Ｌ端子からテストＳＷ３（ＶＣＴ側１Ｓ端
子、計器側１Ｓ端子）を介して買電用計器２２の１Ｓ端子に５Ａ以下の電流が流れること
になる。
　同様に、ＶＣＴのＰＴ（Ｐ２端子、Ｐ３端子）からテストＳＷ１（ＶＣＴ側Ｐ２端子、
ＶＣＴ側Ｐ３端子）及びテストプラグ１１（ＶＣＴ側Ｐ２端子、ＶＣＴ側Ｐ３端子）を介
して模擬電力供給装置１０１の第２Ｔｒ１２ｂの一次側（第１端子Ｐ２、第２端子Ｐ３）
に印加される１１０Ｖの電圧が二次側で４．４Ｖ程度に降圧され、第２Ｔｒ１２ｂの二次
側の第２端子Ｐ３から外部端子（３Ｌ、３Ｓ）及び第２トグルＳＷ１３ｂ（第６端子Ｆ、
第３端子Ｃ、第１端子Ａ）を介してテストプラグ１１の計器側３Ｌ端子に向かって５Ａ以
下の電流が流れ、テストＳＷ１の計器側３Ｌ端子からテストＳＷ３（ＶＣＴ側３Ｓ端子、
計器側の３Ｓ端子）を介して買電用計器２２の３Ｓ端子に５Ａ以下の電流が流れることに
なる。
【００４７】
　なお、売電用計器２１には、買電用計器２２の１Ｌ端子からテストＳＷ３（計器側１Ｌ
端子、ＶＣＴ側１Ｌ端子）及びテストＳＷ２（ＶＣＴ側１Ｌ端子、計器側１Ｌ端子）を介
して売電用計器２１の１Ｌ端子に電流が流れ、売電用計器２１の３Ｌ端子からテストＳＷ
３（計器側３Ｌ端子、ＶＣＴ側３Ｌ端子）及びテストＳＷ２（ＶＣＴ側３Ｌ端子、計器側
３Ｌ端子）を介して売電用計器２１の３Ｌ端子に電流が流れることになるが、売電用計器
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２１にとって逆潮流となるために、売電用計器２１は電力量を計量しない。
【００４８】
　また、ＶＣＴのＰＴ（Ｐ１端子、Ｐ２端子、Ｐ３端子）から、テストＳＷ１（ＶＣＴ側
Ｐ１端子、ＶＣＴ側Ｐ２端子、ＶＣＴ側Ｐ３端子）、テストプラグ１１（ＶＣＴ側Ｐ１端
子、ＶＣＴ側Ｐ２端子、ＶＣＴ側Ｐ３端子）、テストＳＷ１（計器側Ｐ１端子、計器側Ｐ
２端子、計器側Ｐ３端子）及びテストＳＷ３（Ｐ１端子、Ｐ２端子、Ｐ３端子）を介して
、買電用計器２２のＰ１端子、Ｐ２端子及びＰ３端子に電圧が印加される。
【００４９】
　そして、買電用計器２２は、１Ｓ端子及び３Ｓ端子に供給される電流並びにＰ１端子、
Ｐ２端子及びＰ３端子に印加される電圧に基づき、模擬電力供給装置１０１による電力量
を計量し、当該計量に基づくパルス信号を発信する。
【００５０】
　電力量計誤差測定器１０２は、パルスケーブル１０２ｄを介してパルス分周器１０２ｃ
により分周された買電用計器２２からのパルス信号を受信する。
　また、電力量計誤差測定器１０２は、電圧ケーブル１０２ａ並びにテストＳＷ１の計器
側Ｐ１端子、計器側Ｐ２端子及び計器側Ｐ３端子を介して、買電用計器２２に印加される
電圧を測定し、ＣＴ付電流ケーブル１０２ｂとテストＳＷ１の計器側１Ｓ端子及びテスト
ＳＷ２のＶＣＴ側１Ｓ端子間のリード線並びにテストＳＷ１の計器側３Ｓ端子及びテスト
ＳＷ２のＶＣＴ側３Ｓ端子間のリード線とを介して、買電用計器２２に流れる電流を測定
して、電力量を算出する。
　なお、電力量計誤差測定器１０２の電圧ケーブル１０２ａを模擬電力供給装置１０１の
外部端子Ｐ１、Ｐ２及びＰ３に接続した場合には、電力量計誤差測定器１０２が、電圧ケ
ーブル１０２ａ並びに模擬電力供給装置１０１の外部端子Ｐ１、Ｐ２及びＰ３を介して、
買電用計器２２に印加される電圧を測定する。
　また、電力量計誤差測定器１０２の電流ケーブル１０２ｂのＣＴを模擬電力供給装置１
０１の外部端子１Ｓ及び１Ｌ間のリード線と外部端子３Ｓ及び３Ｌ間のリード線とにクラ
ンプした場合には、電力量計誤差測定器１０２が、ＣＴ付電流ケーブル１０２ｂ並びに模
擬電力供給装置１０１の外部端子１Ｓ及び１Ｌ間のリード線と外部端子３Ｓ及び３Ｌ間の
リード線を介して、買電用計器２２に流れる電流を測定する。
　そして、電力量計誤差測定器１０２は、買電用計器２２に印加される電圧と買電用計器
２２に流れる電流とに基づき、電力量を算出する。
【００５１】
　そして、電力量計誤差測定器１０２は、買電用計器２２から受信した分周後のパルス信
号による買電用計器２２の計量値と電力量計誤差測定器１０２自体による電力量の算出値
との誤差を算出し、算出した誤差を第１の判定手段１０３に出力する。
【００５２】
　第１の判定手段１０３は、電力量計誤差測定器１０２が算出した誤差が閾値（例えば、
３％）以下の場合に、買電用計器２２についての「誤結線無し（正常な結線）」及び「買
電用計器２２の故障無し」と判定し、電力量計誤差測定器１０２が算出した誤差が閾値を
超過した場合に、買電用計器２２についての「誤結線有り」又は「買電用計器２２の故障
有り」と判定する。
　なお、第１の判定手段１０３が買電用計器２２についての「誤結線有り」又は「買電用
計器２２の故障有り」と判定した場合には、作業者が再度の配線確認を行ない、誤結線が
なければ、買電用計器２２の故障と判断する。
【００５３】
　以上のように、本実施形態に係る模擬電力供給装置１０１においては、需要家の負荷３
００の稼動（実潮流）がない場合であっても、ＶＣＴ電圧を絶縁Ｔｒ（第１Ｔｒ１２ａ、
第２Ｔｒ１２ｂ）で降圧し、計器２０（売電用計器２１、買電用計器２２）の電流回路に
実負荷相当の虚負荷電流を直接供給することができ、電力量計として高圧・特高用の模擬
負荷を用いた場合と同様な計量を実現することができると共に、装置の小型軽量化を図る
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ことができるという作用効果を奏する。
　また、本実施形態に係る模擬電力供給装置１０１においては、ＶＣＴの三相電圧をその
まま使用して三相電圧及び電流を生成（電圧はそのまま使用）しているため、単相電源を
使用して三相電圧及び電流を生成している市販の虚偽負荷試験装置と比較して、回路構成
が単純であり、低コストであるという作用効果を奏する。
【００５４】
　特に、模擬電力供給装置１０１を備えた正常計量確認装置１０においては、計器２０の
計量値と電力量計誤差測定器１０２の算出値との誤差に基づき、計器２０の正常計量（結
線）又は計器２０の故障の有無を判定することができるという作用効果を奏する。
【００５５】
　また、本実施形態に係る正常計量確認装置１０（模擬電力供給装置１０１）は、テスト
スイッチ３０（テストＳＷ１）に嵌合するテストプラグ１１を使用することにより、ＶＣ
Ｔ及び計器２０間の既設の配線に対して接続作業が簡易であり、ＶＣＴ及び計器２０間の
既設の配線に対して確実に結線することができるという作用効果を奏する。
【００５６】
　ここで、一つのＶＣＴに対して売電用計器２１及び買電用計器２２を設定している場合
の各計器２０の計量は、順潮流時には、売電用計器２１が計量し、買電用計器２２が無計
量となり、逆潮流時には、売電用計器２１が無計量となり、買電用計器２２が計量する。
　これに対し、本実施形態に係る正常計量確認装置１０（模擬電力供給装置１０１）は、
トグルスイッチ（第１トグルＳＷ１３ａ、第２トグルＳＷ１３ｂ）を用いた結線により、
順潮流又は逆潮流をスイッチ一つで切り替えることができ、計器２０の正常計量（正常結
線）又は計器２０の故障の有無の判定を効率的かつ確実に行なうことができるという作用
効果を奏する。
【００５７】
（本発明の第２の実施形態）
　図５は第２の実施形態に係る正常計量確認装置の概略構成及び結線を示す概略構成図で
ある。図５において、図１乃至図４と同じ符号は、同一又は相当部分を示し、その説明を
省略する。
【００５８】
　本実施形態に係る正常計量確認装置１０は、図５に示すように、電力量計誤差測定器１
０２の代わりに、Ｔｒ（第１Ｔｒ１２ａ、第２Ｔｒ１２ｂ）及びテストプラグ１１間に接
続され、計器２０（売電用計器２１、買電用計器２２）と異なる他の計器である参考計器
４０を備え、パルス分周器１０２ｃの代わりに、計器２０の計量値又は当該計量値に対応
するパルス信号及び参考計器４０の計量値又は当該計量値に対応するパルス信号に基づき
、当該計器２０及び参考計器４０の計量値又はパルス数の誤差を検出する検出手段１０４
を備え、第１の判定手段１０３の代わりに、検出手段１０４が検出した計量値又はパルス
数の誤差に基づき、計器２０及びテストスイッチ３０間の配線の誤結線又は計器２０の故
障の有無を判断する第２の判定手段１０５を備える。
【００５９】
　参考計器４０は、計器２０（売電用計器２１、買電用計器２２）と同種類の電力量計で
あり、電流端子である１Ｓ端子、１Ｌ端子、３Ｓ端子及び３Ｌ端子を備え、電圧端子であ
るＰ１端子、Ｐ２端子及びＰ３端子を備えている。
　参考計器４０の電流端子は、１Ｓ端子が第１Ｔｒ１２ａの二次側の第１端子Ｐ１に接続
され、１Ｌ端子が第１トグルＳＷ１３ａの第５端子Ｅに接続され、３Ｓ端子が第２Ｔｒ１
２ｂの二次側の第２端子Ｐ３に接続され、３Ｌ端子が第２トグルＳＷ１３ｂの第６端子Ｆ
に接続される。
　参考計器４０の電圧端子は、Ｐ１端子がテストプラグ１１のＰ１端子（計器側、ＶＣＴ
側）及び第１Ｔｒ１２ａの一次側の第１端子Ｐ１間の配線に接続され、Ｐ２端子がテスト
プラグ１１のＰ２端子（計器側、ＶＣＴ側）並びに第１Ｔｒ１２ａの一次側の第２端子Ｐ
２及び第２Ｔｒ１２ｂの一次側の第１端子Ｐ２間の配線に接続され、Ｐ３端子がテストプ
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ラグ１１のＰ３端子（計器側、ＶＣＴ側）及び第２Ｔｒ１２ｂの一次側の第２端子Ｐ３間
の配線に接続される。
【００６０】
　検出手段１０４は、計器２０（売電用計器２１、買電用計器２２）から出力されるパル
ス信号に基づきパルス数をカウントする第１パルスカウンター１０４ａと、参考計器４０
から出力されるパルス信号に基づきパルス数をカウントする第２パルスカウンター１０４
ｂと、第１パルスカウンター１０４ａ及び第２パルスカウンター１０４ｂから出力される
パルス数の差を検出する検出部１０４ｃと、を備える。
【００６１】
　第２の判定手段１０５は、予め記憶されたパルス数の差（参考計器４０の計量値に対す
る計器２０の計量値の誤差）の閾値に基づき、検出手段１０４が検出したパルス数の差が
閾値以下の場合に、「誤結線無し（正常な結線）」及び「計器２０の故障無し」と判定し
、検出手段１０４が検出したパルス数の差が閾値を超過した場合に、「誤結線有り」又は
「計器２０の故障有り」と判定する。
【００６２】
　なお、本実施形態に係る正常計量確認装置１０は、ＪＥＭＩＣ等で校正された電力量計
誤差測定器１０２の代わりに、参考計器４０を使用しているため、参考計器４０の計量値
に３％の誤差を含む可能性がある。
　このため、本実施形態に係るパルス数の差の閾値は、計量法で規定された３％以内を基
準にした３％を第１の閾値とし、計量法の規定３％と参考計器４０の誤差３％とを考慮し
た６％を第２の閾値として設定している。
【００６３】
　つぎに、本実施形態に係る正常計量確認装置１０の使用方法について説明する。
　まず、売電用計器２１についての誤結線又は故障を確認する。
　作業者は、検出手段１０４の第１パルスカウンター１０４ａのパルスケーブル１０４ｄ
を売電用計器２１のイヤホンジャック２１ａに接続し、検出手段１０４の第２パルスカウ
ンター１０４ｂのパルスケーブル１０４ｄを参考計器４０のイヤホンジャック４０ａに接
続する。
【００６４】
　そして、作業者は、柄が収納状態（上面及び下面の端子間が導通状態）のテストプラグ
１１をテストＳＷ１に接続する。この時点で、計器２０（売電用計器２１、買電用計器２
２）に電圧１１０Ｖが課電されている。
【００６５】
　そして、作業者は、テストプラグ１１の柄を引き下げる（上面及び下面の端子間が非導
通状態）。この時点で、テストＳＷ１の一次側と二次側の回路が分離され、ＶＣＴのＣＴ
回路が閉回路となる。
　また、作業者は、模擬電力供給装置１０１の第１トグルＳＷ１３ａ及び第２トグルＳＷ
１３ｂのスイッチレバーを下側（順潮流側）に倒し、第１トグルＳＷ１３ａ並びに第２ト
グルＳＷ１３ｂの第１端子Ａ及び第５端子Ｅ間を接続状態とし、第１トグルＳＷ１３ａ並
びに第２トグルＳＷ１３ｂの第２端子Ｂ及び第６端子Ｆ間を接続状態とする。
【００６６】
　これにより、ＶＣＴのＰＴ（Ｐ１端子、Ｐ２端子）からテストＳＷ１（ＶＣＴ側Ｐ１端
子、ＶＣＴ側Ｐ２端子）及びテストプラグ１１（ＶＣＴ側Ｐ１端子、ＶＣＴ側Ｐ２端子）
を介して模擬電力供給装置１０１の第１Ｔｒ１２ａの一次側（第１端子Ｐ１、第２端子Ｐ
２）に印加される１１０Ｖの電圧が二次側で４．４Ｖ程度に降圧され、第１Ｔｒ１２ａの
二次側の第１端子Ｐ１から参考計器４０の１Ｓ端子に５Ａ以下の電流が流れ、参考計器４
０（１Ｓ端子、１Ｌ端子）及び第１トグルＳＷ１３ａ（第５端子Ｅ、第１端子Ａ）を介し
てテストプラグ１１の計器側１Ｓ端子に向かって５Ａ以下の電流が流れ、テストＳＷ１の
計器側１Ｓ端子からテストＳＷ２（ＶＣＴ側１Ｓ端子、計器側１Ｓ端子）を介して売電用
計器２１の１Ｓ端子に５Ａ以下の電流が流れることになる。
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　同様に、ＶＣＴのＰＴ（Ｐ２端子、Ｐ３端子）からテストＳＷ１（ＶＣＴ側Ｐ２端子、
ＶＣＴ側Ｐ３端子）及びテストプラグ１１（ＶＣＴ側Ｐ２端子、ＶＣＴ側Ｐ３端子）を介
して模擬電力供給装置１０１の第２Ｔｒ１２ｂの一次側（第１端子Ｐ２、第２端子Ｐ３）
に印加される１１０Ｖの電圧が二次側で４．４Ｖ程度に降圧され、第２Ｔｒ１２ｂの二次
側の第２端子Ｐ３から参考計器４０の３Ｓ端子に５Ａ以下の電流が流れ、参考計器４０（
３Ｓ端子、３Ｌ端子）及び第２トグルＳＷ１３ｂ（第６端子Ｆ、第２端子Ｂ）を介してテ
ストプラグ１１の計器側３Ｓ端子に向かって５Ａ以下の電流が流れ、テストＳＷ１の計器
側３Ｓ端子からテストＳＷ２（ＶＣＴ側３Ｓ端子、計器側の３Ｓ端子）を介して売電用計
器２１の３Ｓ端子に５Ａ以下の電流が流れることになる。
【００６７】
　なお、買電用計器２２には、売電用計器２１の１Ｌ端子からテストＳＷ２（計器側１Ｌ
端子、ＶＣＴ側１Ｌ端子）及びテストＳＷ３（ＶＣＴ側１Ｌ端子、計器側１Ｌ端子）を介
して買電用計器２２の１Ｌ端子に電流が流れ、売電用計器２１の３Ｌ端子からテストＳＷ
２（計器側３Ｌ端子、ＶＣＴ側３Ｌ端子）及びテストＳＷ３（ＶＣＴ側３Ｌ端子、計器側
３Ｌ端子）を介して買電用計器２２の３Ｌ端子に電流が流れることになるが、買電用計器
２２にとって逆潮流となるために、買電用計器２２は電力量を計量しない。
【００６８】
　また、ＶＣＴのＰＴ（Ｐ１端子、Ｐ２端子、Ｐ３端子）から、テストＳＷ１（ＶＣＴ側
Ｐ１端子、ＶＣＴ側Ｐ２端子、ＶＣＴ側Ｐ３端子）及びテストプラグ１１（ＶＣＴ側Ｐ１
端子、ＶＣＴ側Ｐ２端子、ＶＣＴ側Ｐ３端子）を介して、参考計器４０のＰ１端子、Ｐ２
端子及びＰ３端子に電圧が印加され、さらにテストＳＷ１（計器側Ｐ１端子、計器側Ｐ２
端子、計器側Ｐ３端子）及びテストＳＷ２（Ｐ１端子、Ｐ２端子、Ｐ３端子）を介して、
売電用計器２１のＰ１端子、Ｐ２端子及びＰ３端子に電圧が印加される。
【００６９】
　そして、参考計器４０は、１Ｓ端子及び３Ｓ端子に供給される電流並びにＰ１端子、Ｐ
２端子及びＰ３端子に印加される電圧に基づき、模擬電力供給装置１０１による電力量を
計量し、当該計量に基づくパルス信号を発信する。
　また、売電用計器２１は、１Ｓ端子及び３Ｓ端子に供給される電流並びにＰ１端子、Ｐ
２端子及びＰ３端子に印加される電圧に基づき、模擬電力供給装置１０１による電力量を
計量し、当該計量に基づくパルス信号を発信する。
【００７０】
　検出手段１０４の第１パルスカウンター１０４ａは、パルスケーブル１０４ｄを介して
売電用計器２１からのパルス信号を受信し、当該パルス信号に基づくパルス数をカウント
する。
　また、検出手段１０４の第２パルスカウンター１０４ｂは、パルスケーブル１０４ｄを
介して参考計器４０からのパルス信号を受信し、当該パルス信号に基づくパルス数をカウ
ントする。
【００７１】
　そして、検出手段１０４の検出部１０４ｃは、第１パルスカウンター１０４ａから入力
されたパルス数（パルス信号による売電用計器２１の計量値）と第２パルスカウンター１
０４ｂから入力されたパルス数（パルス信号による参考計器４０の計量値）との差を検出
し、検出したパルス数の差を第２の判定手段１０５に出力する。
【００７２】
　第２の判定手段１０５は、（１）検出手段１０４の検出部１０４ｃが検出したパルス数
の差（参考計器４０の計量値に対する売電用計器２１の計量値の誤差）が第１の閾値（３
％）以下の場合に、売電用計器２１についての「誤結線無し（正常な結線）」及び「売電
用計器２１の故障無し」と判定し、（２）検出手段１０４の検出部１０４ｃが検出したパ
ルス数の差が第２の閾値（６％）を超過した場合に、売電用計器２１についての「誤結線
有り」又は「売電用計器２１の故障有り」と判定し、（３）検出手段１０４の検出部１０
４ｃが検出したパルス数の差が第１の閾値を超過し第２の閾値以内である場合に、売電用
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計器２１についての「誤結線の可能性有り」又は「売電用計器２１の故障の可能性有り」
と判定する。
【００７３】
　なお、第２の判定手段１０５が売電用計器２１についての「誤結線有り」又は「売電用
計器２１の故障有り」と判定した場合には、作業者が再度の配線確認を行ない、誤結線が
なければ、売電用計器２１の故障と判断する。
　また、第２の判定手段１０５が売電用計器２１についての「誤結線の可能性有り」又は
「売電用計器２１の故障の可能性有り」と判定した場合には、作業者が再度の配線確認を
行ない、誤結線がなければ、校正された電力量計誤差測定器を用いて、売電用計器２１の
故障を確認することになる。
【００７４】
　つぎに、買電用計器２２についての誤結線又は故障を確認する
　作業者は、検出手段１０４の第２パルスカウンター１０４ｂのパルスケーブル１０４ｄ
を参考計器４０のイヤホンジャック４０ａに接続したまま、検出手段１０４の第１パルス
カウンター１０４ａのパルスケーブル１０４ｄを買電用計器２２のイヤホンジャック２２
ａに接続する。
【００７５】
　そして、作業者は、模擬電力供給装置１０１の第１トグルＳＷ１３ａ及び第２トグルＳ
Ｗ１３ｂのスイッチレバーを上側（逆潮流側）に倒し、第１トグルＳＷ１３ａ並びに第２
トグルＳＷ１３ｂの第１端子Ａ及び第３端子Ｃ間を接続状態とし、第１トグルＳＷ１３ａ
並びに第２トグルＳＷ１３ｂの第２端子Ｂ及び第４端子Ｄ間を接続状態とする。
【００７６】
　これにより、ＶＣＴのＰＴ（Ｐ１端子、Ｐ２端子）からテストＳＷ１（ＶＣＴ側Ｐ１端
子、ＶＣＴ側Ｐ２端子）及びテストプラグ１１（ＶＣＴ側Ｐ１端子、ＶＣＴ側Ｐ２端子）
を介して模擬電力供給装置１０１の第１Ｔｒ１２ａの一次側（第１端子Ｐ１、第２端子Ｐ
２）に印加される１１０Ｖの電圧が二次側で４．４Ｖ程度に降圧され、第１Ｔｒ１２ａの
二次側の第１端子Ｐ１から参考計器４０の１Ｓ端子に５Ａ以下の電流が流れ、参考計器４
０（１Ｓ端子、１Ｌ端子）及び第１トグルＳＷ１３ａ（第５端子Ｅ、第４端子Ｄ、第２端
子Ｂ）を介してテストプラグ１１の計器側１Ｌ端子に向かって５Ａ以下の電流が流れ、テ
ストＳＷ１の計器側１Ｌ端子からテストＳＷ３（ＶＣＴ側１Ｓ端子、計器側１Ｓ端子）を
介して買電用計器２２の１Ｓ端子に５Ａ以下の電流が流れることになる。
　同様に、ＶＣＴのＰＴ（Ｐ２端子、Ｐ３端子）からテストＳＷ１（ＶＣＴ側Ｐ２端子、
ＶＣＴ側Ｐ３端子）及びテストプラグ１１（ＶＣＴ側Ｐ２端子、ＶＣＴ側Ｐ３端子）を介
して模擬電力供給装置１０１の第２Ｔｒ１２ｂの一次側（第１端子Ｐ２、第２端子Ｐ３）
に印加される１１０Ｖの電圧が二次側で４．４Ｖ程度に降圧され、第２Ｔｒ１２ｂの二次
側の第２端子Ｐ３から参考計器４０の３Ｓ端子に５Ａ以下の電流が流れ、参考計器４０（
３Ｓ端子、３Ｌ端子）及び第２トグルＳＷ１３ｂ（第６端子Ｆ、第３端子Ｃ、第１端子Ａ
）を介してテストプラグ１１の計器側３Ｌ端子に向かって５Ａ以下の電流が流れ、テスト
ＳＷ１の計器側３Ｌ端子からテストＳＷ３（ＶＣＴ側３Ｓ端子、計器側の３Ｓ端子）を介
して買電用計器２２の３Ｓ端子に５Ａ以下の電流が流れることになる。
【００７７】
　なお、売電用計器２１には、買電用計器２２の１Ｌ端子からテストＳＷ３（計器側１Ｌ
端子、ＶＣＴ側１Ｌ端子）及びテストＳＷ２（ＶＣＴ側１Ｌ端子、計器側１Ｌ端子）を介
して売電用計器２１の１Ｌ端子に電流が流れ、売電用計器２１の３Ｌ端子からテストＳＷ
３（計器側３Ｌ端子、ＶＣＴ側３Ｌ端子）及びテストＳＷ２（ＶＣＴ側３Ｌ端子、計器側
３Ｌ端子）を介して売電用計器２１の３Ｌ端子に電流が流れることになるが、売電用計器
２１にとって逆潮流となるために、売電用計器２１は電力量を計量しない。
【００７８】
　また、ＶＣＴのＰＴ（Ｐ１端子、Ｐ２端子、Ｐ３端子）から、テストＳＷ１（ＶＣＴ側
Ｐ１端子、ＶＣＴ側Ｐ２端子、ＶＣＴ側Ｐ３端子）及びテストプラグ１１（ＶＣＴ側Ｐ１
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端子、ＶＣＴ側Ｐ２端子、ＶＣＴ側Ｐ３端子）を介して、参考計器４０のＰ１端子、Ｐ２
端子及びＰ３端子に電圧が印加され、さらにテストＳＷ１（計器側Ｐ１端子、計器側Ｐ２
端子、計器側Ｐ３端子）及びテストＳＷ３（Ｐ１端子、Ｐ２端子、Ｐ３端子）を介して、
買電用計器２２のＰ１端子、Ｐ２端子及びＰ３端子に電圧が印加される。
【００７９】
　そして、参考計器４０は、１Ｓ端子及び３Ｓ端子に供給される電流並びにＰ１端子、Ｐ
２端子及びＰ３端子に印加される電圧に基づき、模擬電力供給装置１０１による電力量を
計量し、当該計量に基づくパルス信号を発信する。
　また、買電用計器２２は、１Ｓ端子及び３Ｓ端子に供給される電流並びにＰ１端子、Ｐ
２端子及びＰ３端子に印加される電圧に基づき、模擬電力供給装置１０１による電力量を
計量し、当該計量に基づくパルス信号を発信する。
【００８０】
　検出手段１０４の第１パルスカウンター１０４ａは、パルスケーブル１０４ｄを介して
買電用計器２２からのパルス信号を受信し、当該パルス信号に基づくパルス数をカウント
する。
　また、検出手段１０４の第２パルスカウンター１０４ｂは、パルスケーブル１０４ｄを
介して参考計器４０からのパルス信号を受信し、当該パルス信号に基づくパルス数をカウ
ントする。
【００８１】
　そして、検出手段１０４の検出部１０４ｃは、第１パルスカウンター１０４ａから入力
されたパルス数（パルス信号による買電用計器２２の計量値）と第２パルスカウンター１
０４ｂから入力されたパルス数（パルス信号による参考計器４０の計量値）との差を検出
し、検出したパルス数の差を第２の判定手段１０５に出力する。
【００８２】
　第２の判定手段１０５は、（１）検出手段１０４の検出部１０４ｃが検出したパルス数
の差（参考計器４０の計量値に対する買電用計器２２の計量値の誤差）が第１の閾値（３
％）以下の場合に、買電用計器２２についての「誤結線無し（正常な結線）」及び「買電
用計器２２の故障無し」と判定し、（２）検出手段１０４の検出部１０４ｃが検出したパ
ルス数の差が第２の閾値（６％）を超過した場合に、買電用計器２２についての「誤結線
有り」又は「買電用計器２２の故障有り」と判定し、（３）検出手段１０４の検出部１０
４ｃが検出したパルス数の差が第１の閾値を超過し第２の閾値以内である場合に、買電用
計器２２についての「誤結線の可能性有り」又は「買電用計器２２の故障の可能性有り」
と判定する。
【００８３】
　なお、第２の判定手段１０５が買電用計器２２についての「誤結線有り」又は「買電用
計器２２の故障有り」と判定した場合には、作業者が再度の配線確認を行ない、誤結線が
なければ、買電用計器２２の故障と判断する。
　また、第２の判定手段１０５が買電用計器２２についての「誤結線の可能性有り」又は
「買電用計器２２の故障の可能性有り」と判定した場合には、作業者が再度の配線確認を
行ない、誤結線がなければ、校正された電力量計誤差測定器を用いて、買電用計器２２の
故障を確認することになる。
【００８４】
　なお、本実施形態においては、電力量計誤差測定器１０２の代わりに参考計器４０を備
え、パルス分周器１０２ｃの代わりに検出手段１０４を備え、第１の判定手段１０３の代
わりに第２の判定手段１０５を備えるところが第１の実施形態と主に異なるところであり
、参考計器４０、検出手段１０４及び第２の判定手段１０５による作用効果以外は、第１
の実施形態と同様の作用効果を奏する。
【００８５】
　本実施形態に係る正常計量確認装置１０においては、ＪＥＭＩＣ等で校正された誤差試
験装置（電力量計誤差測定器１０２）を用いることなく、電力会社で常時在庫が存在する
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電力量計を活用することができるという作用効果を奏する。
　なお、本実施形態に係る正常計量確認装置１０においては、模擬電力供給装置１０１に
参考計器４０を内蔵する場合について説明したが、図３に示す模擬電力供給装置１０１の
外部端子（電圧端子（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３）、電流端子（１Ｌ、１Ｓ、３Ｌ、３Ｓ））に、
参考計器４０の電圧端子（Ｐ１端子、Ｐ２端子、Ｐ３端子）及び電流端子（１Ｌ端子、１
Ｓ端子、３Ｌ端子、３Ｓ端子）をそれぞれ接続し、参考計器４０を模擬電力供給装置１０
１の外付けとする構成であってもよい。
【００８６】
（本発明の第３の実施形態）
　図６は第３の実施形態に係る正常計量確認装置の概略構成及び結線を示す概略構成図で
ある。図７（ａ）は有効電力計の接続状態を正常側に切り替えた場合の計測値を説明する
ためのフェーザ図であり、図７（ｂ）は有効電力計の接続状態を異常側に切り替えた場合
の計測値を説明するためのフェーザ図である。図６において、図１乃至図５と同じ符号は
、同一又は相当部分を示し、その説明を省略する。
【００８７】
　本実施形態に係る正常計量確認装置１０は、図６に示すように、テストプラグ１１に接
続され、需要家の受電設備である進相コンデンサＳＣ（力率改善用コンデンサ、並列コン
デンサ（いわゆるスタコン）、力率改善用スタコン、図２参照）のスイッチ（以下、「第
１スイッチ３０１」と称す）投入により生じる無効電流に基づく無効電力を計測する計測
器を、さらに備える。
　なお、本実施形態に係る計測器は、コスト低減のために単相有効電力計１０６を使用し
、三相無効電力を計測しているが、単相有効電力計の代わりに、三相無効電力計を使用し
てもよい。
【００８８】
　有効電力計１０６は、電流端子がテストプラグ１１のＶＣＴ側３Ｓ端子及びＶＣＴ側３
Ｌ端子に接続され、電圧端子が、第１端子Ａ、第２端子Ｂ、第３端子Ｃ、第４端子Ｄ、第
５端子Ｅ及び第６端子Ｆからなる６つの端子を有するトグルスイッチ（以下、「第３トグ
ルＳＷ１３ｃ」と称す）の第２端子Ｂ及び第５端子Ｅに接続される。
【００８９】
　第３トグルＳＷ１３ｃは、第４端子Ｄがテストプラグ１１のＶＣＴ側Ｐ３端子及び計器
側Ｐ３端子間の配線に接続され、第５端子Ｅがテストプラグ１１のＶＣＴ側Ｐ２端子及び
計器側Ｐ２端子間の配線に接続され、第６端子Ｆがテストプラグ１１のＶＣＴ側Ｐ１端子
及び計器側Ｐ１端子間の配線に接続される。
【００９０】
　また、本実施形態に係る模擬電力供給装置１０１においては、テストプラグ１１のＶＣ
Ｔ側Ｐ１端子及び計器側Ｐ１端子間並びにテストプラグ１１のＶＣＴ側Ｐ３端子及び計器
側Ｐ３端子間の配線に、スイッチ（以下、「第２スイッチ１４」と称す）を配設しており
、第２スイッチ１４を開放することにより、計器２０（売電用計器２１、買電用計器２２
）のＰ１端子及びＰ３端子に対するＶＣＴのＰＴからの電圧の印加を遮断することができ
る。
　また、本実施形態に係る模擬電力供給装置１０１においては、第２スイッチ１４を開放
することにより、計器側が停電状態になるため、誤結線の場合に、結線の手直しを安全に
実施することができるという効果がある。
【００９１】
　また、本実施形態に係る第１の判定手段１０３は、有効電力計１０６の計測値に基づき
、ＶＣＴの二次側端子及びテストスイッチ３０（テストＳＷ１）のＶＣＴ側端子間の配線
の誤結線並びにＶＣＴの一次側端子における電源側と負荷側との逆接続を判断する。
【００９２】
　なお、本実施形態に係る正常計量確認装置１０においては、図６に示すように、第１Ｔ
ｒ１２ａの一次側の第１端子Ｐ１及び第２端子Ｐ２間の電圧Ｐ１－Ｐ２を測定し、第２Ｔ



(19) JP 6373019 B2 2018.8.15

10

20

30

40

50

ｒ１２ｂの一次側の第１端子Ｐ２及び第２端子Ｐ３間の電圧Ｐ３－Ｐ２を測定する電圧計
を図示し、第１Ｔｒ１２ａの二次側の第１端子Ｐ１を流れる電流を測定し、第２Ｔｒ１２
ｂの二次側の第２端子Ｐ３を流れる電流を測定する電流計を図示しているが、これらの電
圧計及び電流計は、必ずしも配設する必要はない。
【００９３】
　つぎに、本実施形態に係る正常計量確認装置１０の使用方法について説明する。
　なお、計器２０（売電用計器２１、買電用計器２２）についての誤結線又は故障の確認
については、第１の実施形態に係る正常計量確認装置１０の使用方法と同様であるので、
説明を省略する。
　以下、本実施形態に係る正常計量確認装置１０による、ＶＣＴの二次側端及びテストス
イッチ３０（テストＳＷ１）のＶＣＴ側端子間における配線の誤結線並びにＶＣＴの一次
側端子における電源側と負荷側との逆接続の確認方法について説明する。
【００９４】
　まず、作業者は、需要家の受電設備である第１スイッチ３０１を投入して、進相コンデ
ンサＳＣを投入する。
【００９５】
　これにより、進相コンデンサＳＣに流れる各相の電流は、相電圧より９０°進みの電流
であり、無効電流として、ＶＣＴのＣＴ（３Ｓ端子、３Ｌ端子）及びテストＳＷ１のＶＣ
Ｔ側（３Ｓ端子、３Ｌ端子）を介して、有効電力計１０６に供給される。なお、進相コン
デンサＳＣからの電流は、無効電流となるために、計器２０（売電用計器２１、買電用計
器２２）は、進相コンデンサＳＣからの電流に基づいて電力量を計量しない。
【００９６】
　また、作業者は、模擬電力供給装置１０１の第３トグルＳＷ１３ｃのスイッチレバーを
下側（正常側）に倒し、第１端子Ａ及び第５端子Ｅ間を接続状態とし、第２端子Ｂ及び第
６端子Ｆ間を接続状態とする。
【００９７】
　これにより、ＶＣＴのＰＴのＰ１端子からの電圧が、テストＳＷ１のＶＣＴ側Ｐ１端子
及びテストプラグ１１のＶＣＴ側Ｐ１端子並びに模擬電力供給装置１０１の第３トグルＳ
Ｗ１３ｃの第６端子Ｆ及び第７端子Ｂを介して、有効電力計１０６に印加され、ＶＣＴの
ＰＴのＰ２端子からの電圧が、テストＳＷ１のＶＣＴ側Ｐ２端子及びテストプラグ１１の
ＶＣＴ側Ｐ２端子並びに模擬電力供給装置１０１の第３トグルＳＷ１３ｃの第５端子Ｅを
介して、有効電力計１０６に印加される。
【００９８】
　そして、有効電力計１０６は、進相コンデンサＳＣから供給される無効電流並びにＰ１
端子及びＰ２端子に印加される電圧に基づいて無効電力を計測し、計測値（以下、「正常
側計測値」と称す）を第１の判定手段１０３に出力する。
【００９９】
　つぎに、作業者は、模擬電力供給装置１０１の第３トグルＳＷ１３ｃのスイッチレバー
を上側（異常側）に倒し、第１端子Ａ及び第３端子Ｃ間を接続状態とし、第２端子Ｂ及び
第４端子Ｄ間を接続状態とする。
【０１００】
　これにより、ＶＣＴのＰＴのＰ３端子からの電圧が、テストＳＷ１のＶＣＴ側Ｐ３端子
及びテストプラグ１１のＶＣＴ側Ｐ３端子並びに模擬電力供給装置１０１の第３トグルＳ
Ｗ１３ｃの第４端子Ｄ及び第２端子Ｂを介して、有効電力計１０６に印加され、ＶＣＴの
ＰＴのＰ２端子からの電圧が、テストＳＷ１のＶＣＴ側Ｐ２端子及びテストプラグ１１の
ＶＣＴ側Ｐ２端子並びに模擬電力供給装置１０１の第３トグルＳＷ１３ｃの第５端子Ｅを
介して、有効電力計１０６に印加される。
【０１０１】
　そして、有効電力計１０６は、進相コンデンサＳＣから供給される無効電流並びにＰ２
端子及びＰ３端子に印加される電圧に基づいて無効電力を計測し、計測値（以下、「異常
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側計測値」と称す）を第１の判定手段１０３に出力する。
【０１０２】
　第１の判定手段１０３は、正常側計測値と異常側計測値とを比較し、正常側計測値の絶
対値が異常側計測値の絶対値より大きい場合に、ＶＣＴの二次側端子及びテストＳＷ１の
ＶＣＴ側端子間の配線の誤結線が無いと判定し、正常側計測値の絶対値が異常側計測値の
絶対値より小さい場合に、ＶＣＴの二次側端子及びテストＳＷ１のＶＣＴ側端子間の配線
の誤結線が有りと判定する。
　そして、第１の判定手段１０３は、正常側計測値の絶対値が異常側計測値の絶対値より
大きい場合において、正常側計測値が正の場合に、ＶＣＴの一次側端子における電源側と
負荷側との結線が逆であると判定し、正常側計測値が負の場合に、ＶＣＴの一次側端子に
おける電源側と負荷側との結線が正常結線であると判定する。
【０１０３】
　ここで、正常側計測値の絶対値が異常側計測値の絶対値より大きい場合に、ＶＣＴの二
次側端子及びテストＳＷ１のＶＣＴ側端子間の配線の誤結線が無いと判定し、正常側計測
値が異常側計測値より小さい場合に、ＶＣＴの二次側端子及びテストＳＷ１のＶＣＴ側端
子間の配線の誤結線が有りと判定する根拠について、図７を用いて説明する。
　また、正常側計測値の絶対値が異常側計測値の絶対値より大きい場合において、正常側
計測値が正の場合に、ＶＣＴの一次側端子における電源側と負荷側との結線が逆であると
判定し、正常側計測値が負の場合に、ＶＣＴの一次側端子における電源側と負荷側との結
線が正常結線であると判定する根拠について、図７を用いて説明する。
　なお、図７においては、電流Ｉｃａ（Ｉ１）が、進相コンデンサＳＣに流れるａ（Ｕ）
相の電流（ａ相電圧Ｖａ（Ｖｐ１）より９０°進みの電流）であり、電流Ｉｃｂ（Ｉ２）
が、進相コンデンサＳＣに流れるｂ（Ｖ）相の電流（ｂ相電圧Ｖｂ（Ｖｐ２）より９０°
進みの電流）であり、電流Ｉｃｃ（Ｉ３）が、進相コンデンサＳＣに流れるｃ（Ｗ）相の
電流（ｃ相電圧Ｖｃ（Ｖｐ３）より９０°進みの電流）である。
　また、三相無効電力Ｑ３ｃは、ａ相電圧をＥａとし、ａ相電流をＩａとし、ｂ相電圧を
Ｅｂとし、ｂ相電流をＩｂとし、ｃ相電圧をＥｃとし、ｃ相電流をＩｃとすると、次式１
にて表される。但し、進みの電流及び進みの無効電力を正とする。
【０１０４】
［式１］
Ｑ３ｃ＝｜Ｅａ｜×｜Ｉａ｜×ｓｉｎθ＋｜Ｅｂ｜×｜Ｉｂ｜×ｓｉｎθ＋｜Ｅｃ｜×｜
Ｉｃ｜×ｓｉｎθ＝３×Ｅ×Ｉ×ｓｉｎθ＝√３×Ｖ×Ｉ×ｓｉｎθ
（但し、進相コンデンサＳＣの場合は、θ＝９０°になり、プラスの無効電力となる。）
【０１０５】
　まず、第３トグルＳＷ１３を正常側（Ｐ１端子及びＰ２端子間の線間電圧Ｖａｂ（Ｖｐ

１－ｐ２）と３Ｓ端子及び３Ｌ端子間を流れる電流Ｉ３（電流Ｉｃｃ）間）にした場合に
おける計測について、図７（ａ）を用いて説明する。
【０１０６】
　（１）正常結線の場合には、Ｖａｂ（Ｖｐ１－ｐ２）×Ｉｃｃ（Ｉ３）の有効電力の計
測となるので、次式２となり、三相無効電力Ｑ３ｃの１／√３をマイナスデータ（遅れ無
効電力）として計測する。
　すなわち、（１）正常結線の場合には、－Ｑ３ｃ／√３とマイナス計量（遅れの無効電
力として正常計量）される。
【０１０７】
［式２］
｜Ｖａｂ｜×｜Ｉｃｃ｜×ｃｏｓ（９０°＋θ）＝－Ｖ×Ｉ×ｓｉｎθ＝－Ｑ３ｃ／√３
【０１０８】
　これに対し、（２）誤結線（１Ｓと３Ｓが入れ替わり）の場合には、Ｖａｂ（Ｖｐ１－

ｐ２）×Ｉｃａ（Ｉ１）の有効電力の計測となるので、次式３となり、三相無効電力Ｑ３

ｃの（１／√３）／２に、三相有効電力Ｐ３の１／２を加えた値として、プラス計量（進
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みの無効電力として誤計量）される。
【０１０９】
［式３］
｜Ｖａｂ｜×｜Ｉｃａ｜×ｃｏｓ（θ－３０°）
＝Ｖ×Ｉ×（ｃｏｓθ×ｃｏｓ３０°＋ｓｉｎθ×ｓｉｎ３０°）
＝Ｖ×Ｉ×（ｃｏｓθ×（√３／２）＋ｓｉｎθ×（１／２））
＝√３×Ｖ×Ｉ×ｃｏｓθ×（１／２）＋Ｖ×Ｉ×ｓｉｎθ×（１／２）
＝（Ｐ３／２）＋（Ｑ３ｃ／√３）／２
【０１１０】
　但し、進相コンデンサＳＣのみの場合は、三相有効電力Ｐ３がゼロであるため、三相無
効電力Ｑ３ｃの（１／√３）／２（（１）正常結線の場合の１／２の値）として、プラス
計量（進みの無効電力として計量）される。
　すなわち、（２）誤結線（１Ｓと３Ｓが入れ替わり）の場合には、＋（Ｑ３ｃ／√３）
／２にプラス計量となり、かつ、（１）正常結線の場合の絶対値の１／２の値となる。
　なお、有効電力が発生していると、三相有効電力Ｐ３の１／２が加算された値となり、
これが誤差として測定されるため、有効電力が小（進相コンデンサＳＣの電気容量の１０
％程度以下）の状態で計測することが必要である。
【０１１１】
　つまり、第３トグルＳＷ１３が正常側の場合は、（１）正常結線の場合の測定値（絶対
値）が、（２）誤結線の場合の測定値（絶対値）に対して２倍の値になる。
【０１１２】
　つぎに、第３トグルＳＷ１３を異常側（Ｐ３端子及びＰ２端子間の線間電圧Ｖｃｂ（Ｖ

ｐ３－ｐ２）と３Ｓ端子及び３Ｌ端子間を流れる電流Ｉ３（電流Ｉｃｃ）間）にした場合
における計測について、図７（ｂ）を用いて説明する。
【０１１３】
　（１）正常結線の場合には、Ｖｃｂ（Ｖｐ３－ｐ２）×Ｉｃｃ（Ｉ３）の有効電力の計
測となるので、次式４となり、三相無効電力Ｑ３ｃの－（１／√３）／２として、マイナ
ス計量（遅れの無効電力として正常計量）に三相有効電力Ｐ３の１／２を加えた値として
誤計量される。
【０１１４】
［式４］
｜Ｖｃｂ｜×｜Ｉｃｃ｜×ｃｏｓ（３３０°－θ）
＝Ｖ×Ｉ×（ｃｏｓ３３０°×ｃｏｓθ＋ｓｉｎ３３０°×ｓｉｎθ）
＝Ｖ×Ｉ×（ｃｏｓθ×（√３／２）＋ｓｉｎθ×（－１／２））
＝（√３×Ｖ×Ｉ×ｃｏｓθ×（１／２）＋Ｖ×Ｉ×ｓｉｎθ×（－１／２））
＝（Ｐ３／２）＋（－Ｑ３ｃ／√３）／２
【０１１５】
　但し、進相コンデンサＳＣのみの場合は、三相有効電力Ｐ３がゼロであるため、三相無
効電力Ｑ３ｃの－（１／√３）／２（（１）正常結線の場合の１／２の値）として、マイ
ナス計量（遅れの無効電力として計量）される。
　すなわち、（１）正常結線の場合には、－（Ｑ３ｃ／√３）／２となり、正常計測値の
１／２の値となる。
　なお、有効電力が発生していると、三相有効電力Ｐ３の１／２が加算された値となり、
これが誤差として測定されるため、有効電力が小（進相コンデンサＳＣの電気容量の１０
％程度以下）の状態で計測することが必要である。
【０１１６】
　これに対し、（２）誤結線（１Ｓと３Ｓが入れ替わり）の場合には、Ｖｃｂ（Ｖｐ３－

ｐ２）×Ｉｃａ（Ｉ１）の有効電力の計測となるので、次式５となり、三相無効電力Ｑ３

ｃの１／√３としてプラス計量（進みの無効電力として正常計量）される。
　すなわち、（２）誤結線（１Ｓと３Ｓが入れ替わり）の場合には、Ｑ３ｃ／√３となり
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、正常計量値と同じ値になる。
【０１１７】
［式５］
｜Ｖｃｂ｜×｜Ｉｃａ｜×ｃｏｓ（９０°－θ）＝Ｖ×Ｉ×ｓｉｎθ＝Ｑ３ｃ／√３
【０１１８】
　つまり、第３トグルＳＷ１３が異常側の場合は、（２）誤結線の場合の測定値（絶対値
）が、（１）正常結線の場合の測定値（絶対値）に対して２倍の値になる。
【０１１９】
　したがって、結論としては、第３トグルＳＷ１３の正常側の計測値及び異常側の計測値
のうち計測値（絶対値）の大きい方を判定データとし、第３トグルＳＷ１３が正常側の場
合に、その判定データが計測されれば、正常結線の判定になり、第３トグルＳＷ１３が異
常側の場合に、その判定データが計測されれば、誤結線の判定になる。
　そして、第３トグルＳＷ１３の正常側の計測値（絶対値）が異常側の計測値（絶対値）
より大きい場合に、符号が逆の計測（進相コンデンサＳＣの負荷であっても遅れ電力とし
て計測）となれば、潮流の向きを正しく計量する結線と判定することができる。
　すなわち、ＶＣＴの一次側端子における電源側と負荷側との結線が逆の場合は、電流の
向きが逆になるのみで他は同一であるため、計測値も符号の正負が逆になるのみである。
このため、正常側計測値が負（遅れの無効電力として計量）の場合に、ＶＣＴの一次側端
子における電源側と負荷側との結線が正常結線であるという判定になり、正常側計測値が
正（進みの無効電力として計量）の場合に、ＶＣＴの一次側端子における電源側と負荷側
との結線が逆であるという判定になる。
【０１２０】
　以上のように、本実施形態に係る正常計量確認装置１０は、進相コンデンサＳＣの投入
により生じる無効電流に基づく無効電力を有効電力計１０６で計測することにより、ＶＣ
Ｔの二次側端子及びテストＳＷ１のＶＣＴ側端子間の配線の誤結線並びにＶＣＴの一次側
端子における電源側と負荷側との逆接続を判定することができるという作用効果を奏する
。
【０１２１】
　なお、本実施形態においては、有効電力計１０６を備えるところのみが第１の実施形態
と異なるところであり、有効電力計１０６による作用効果以外は、第１の実施形態と同様
の作用効果を奏する。
【０１２２】
　また、本実施形態に係る正常計量確認装置１０においては、電力量計誤差測定器１０２
を使用した第１の実施形態に係る正常計量確認装置１０（模擬電力供給装置１０１）に有
効電力計１０６を配設させた場合について説明したが、参考計器４０を使用した第２の実
施形態に係る正常計量確認装置１０（模擬電力供給装置１０１）に有効電力計１０６を配
設させてもよい。
【符号の説明】
【０１２３】
　１０　　正常計量確認装置
　１１　　テストプラグ
　１２　　模擬負荷回路
　１３　　切換手段
　１４　　第２スイッチ
　２０　　計器
　２１　　売電用計器
　２１ａ　イヤホンジャック
　２２　　買電用計器
　２２ａ　イヤホンジャック
　３０　　テストスイッチ
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　３１　　短絡バー
　４０　　参考計器
　４０ａ　イヤホンジャック
　１００　高圧・特高用計器函
　１０１　模擬電力供給装置
　１０１ａ　計器側端子台
　１０１ｂ　ＶＣＴ側端子台
　１０２　電力量計誤差測定器
　１０２ａ　電圧ケーブル
　１０２ｂ　電流ケーブル
　１０２ｃ　パルス分周器
　１０２ｄ　パルスケーブル
　１０３　第１の判定手段
　１０４　検出手段
　１０４ａ　第１パルスカウンター
　１０４ｂ　第２パルスカウンター
　１０４ｃ　検出部
　１０４ｄ　パルスケーブル
　１０５　第２の判定手段
　１０６　有効電力計
　２００　配電線路
　３００　負荷
　３０１　第１スイッチ

【図１】 【図２】



(24) JP 6373019 B2 2018.8.15

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(25) JP 6373019 B2 2018.8.15

【図７】



(26) JP 6373019 B2 2018.8.15

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００７－１５９２５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－３３１６５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              実公昭５２－００８４６８（ＪＰ，Ｙ１）　　
              実開昭６３－１８８５８５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              米国特許出願公開第２０１０／００６７１５７（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｒ　　３５／００　　　　
              Ｇ０１Ｒ　　１１／００　　　　
              Ｇ０１Ｒ　　３１／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

